
滋賀県立高島高等学校ＰＴＡ会則  
    
第 １ 条  本 会 は滋 賀 県 立 高 島 高 等 学 校 ＰＴＡと称 し、事 務 局 を滋 賀 県 立 高 島 高 等 学 校 内 に置 く。 

 

第 ２ 条  本 会 は生 徒 の福 祉 を増 進 し、併 せて本 会 会 員 を基 盤 とする一 般 社 会 人 の教 養 文 化 の高 揚 を画 る 。 

 

第 ３ 条  本 会 は高 島 高 等 学 校 在 学 生 徒 の保 護 者 と教 職 員 を会 員 として構 成 する。 

 

第 ４ 条  本 会 は第 ２条 の目 的 を達 するために、専 門 部 会 （研 修 部 ・健 全 育 成 部 ・広 報 部 ）を設 置 し、各 種 の

事 業 、学 習 環 境 の整 備 等 を行 う。   

 

第 ５ 条  本 会 に次 の役 員 を置 く。各 役 員 の任 務 は次 の通 りとする。 

１ .  会   長  １名 （Ｐ）    本 会 を代 表 し、校 長 と連 絡 協 議 して会 務 を総 理 し、総 会 、代 議 員 会 、専

門 部 会 を招 集 する。 

２ .  副 会 長  ２名 （Ｐ）     男 女 各 １名 、会 長 を補 佐 し会 長 不 在 の場 合 はこれを代 理 する。 

３ .  書  記  ２名 （Ｐ）     会 務 を記 録 し事 務 を処 理 する。 

４ .  会 計  １名 （Ｐ）     会 計 事 務 に従 事 する。 

５ .  監 事  ２名 （Ｐ）     会 計 ・事 業 の監 査 を行 う。 

６ .  代 議 員  若 干 名 (ＰＴ）  本 会 の重 要 な事 項 を協 議 する。 

 

第 ６ 条  本 会 の役 員 は、会 員 より選 出 する。 

１ .  次 年 度 の会 長 、副 会 長 、会 計 は、当 該 年 度 の会 長 、副 会 長 、会 計 が候 補 者 を推 薦 し、年 度 内 の代

議 員 会 で選 出 する。 

２ .  書 記 、監 事 は代 議 員 会 で選 出 する。 

３ .  代 議 員 は、別 に定 める内 規 により選 出 する。   

４ .  代 議 員 をのぞく各 役 員 の任 期 は１年 とし、再 任 を妨 げない。 

 

第 7 条  本 会 に顧 問 を置 くことができる。顧 問 は代 議 員 会 の承 認 を得 て、会 長 が委 嘱 する。 

 

第 ８ 条  本 会 は次 の会 議 を行 う。 

   １．総 会  会 員 全 員 をもって組 織 する。 

( 1 )定 期 総 会   通 常 、年 １回 年 度 当 初 に開 催 し、役 員 の承 認 ・事 業 報 告 ・決 算 報 告 ・会 計 監 査 報 告 ・

事 業 計 画 案 ・ 予 算 案 等 に つ い て 審 議 し 、 承 認 を受 け る 。 議 長 は 立 候 補 によ る が 、 立 候

補 者 がない時 は会 長 が指 名 する。 

( 2 )臨 時 総 会   会 長 が必 要 と認 めた時 に開 催 する。 

    

２．代 議 員 会  第 ５条 に掲 げる役 員 及 び教 職 員 をもって組 織 し 、本 会 の各 種 事 業 の執 行 について協 議 す

る。なお、緊 急 を要 する時 は代 議 員 会 をもって総 会 にかえることができる。 

 

３ ． 専 門 部 会  第 ４ 条 に 則 り 、 随 時 開 催 す る 。 構 成 に つ い て は 別 に 定 め る 内 規 に よ る 。 各 部 会 に は そ れ ぞ

れ部 長 、副 部 長 （各 １名 ）を置 く。 

 

第 ９ 条  各 会 議 は委 任 状 による 委 任 も 含 め、 それ ぞれ の会 議 の構 成 員 の３分 の２以 上 をも って定 足 数 とする。

議 案 の承 認 は出 席 者 の過 半 数 の同 意 を必 要 とする。 

  

第 1 0 条  本 会 の経 費 は会 費 、寄 付 金 をもってこれに充 てる。 

   

第 1 1 条  会費は年額２，５００円とし、一括納付（４月）または年３回（４月・６月・８月）に分納するものとする。 

   

第 1 2 条  本 会 の会 計 年 度 は、４月 １日 に始 まり３月 ３１日 に終 わる。 

 

付則  昭和６２年５月２６日 改正 

付則  昭和６３年６月 ４日 改正 

付則  平成 ６年５月２８日 一部改 正  

付則  平成１０年６月 ６日 一部改 正  

付則  平成２１年６月２０日 一部改 正   

付則  平成３０年１月２０日 改正 

 



高 島 高 等 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 役 員 選 出 に 関 す る 内 規  

 

１ ． 代 議 員 は 、 毎 年 ４ 月 中 旬 新 入 生 の 出 身 中 学 校 ブ ロ ッ ク 毎 に 選 出 す る 。  

  (1) 代 議 員 の 定 数 は 次 の と お り と す る 。 （ 平 成 ２ ９ 年 度 ）  

 

 ブロック  長浜  マキノ  今津  新旭 安曇川 朽木 高島 大津  学校  計   

代議員数  ２  ２  ３  ３  ３  １  ２ ２  ２  ２０

 

各 ブ ロ ッ ク の 代 議 員 数 は 、原 則 と し て 30名 以 上 は 3名 、30名 未 満 は 2名 、た だ し 、10名 以 下 は

1名 と す る 。  

ま た 、 便 宜 的 に 、 長 浜 市 以 南 は 長 浜 市 と し て 、 大 津 市 以 南 （ 湖 南 ・ 湖 東 ） は 大 津 市 と し て 選

挙 を 行 う 。 ま た 、 同 姓 同 名 の 場 合 は 、 得 票 数 を 按 分 す る  

 

  ○ 平 成 ２ ９ 年 度 の 定 数 （ 左 が ２ 年 、 右 が ３ 年 ）  

 

 ブロック  長浜  マキノ  今津  新旭 安曇川 朽木 高島 大津  学校  計   

代議員数  ２ /２  ２ /２  ３ /３ ３ /３ ３ /３ ０ /１ ２ /２ ２ /２  ２ /２  19/20

 

  ・ 投 票 に つ い て 。 ３ 名 ブ ロ ッ ク は （ 男 ２ 、 女 １ ま た は 男 １ 、 女 ２ ） を 、 ２ 名 ブ ロ ッ ク は 男 女 各

１ 名 を 、 １ 名 ブ ロ ッ ク は 、 男 女 い ず れ か １ 名 を 選 出 す る 。  

 

(2) 初 年 度 に 選 出 さ れ た 代 議 員 は 特 別 の 事 由 の な い か ぎ り 、 ２ ・ ３ 年 次 と 引 き 続 い て 代 議 員 と

な る 。  

 

  (3) 年 度 途 中 で 代 議 員 に 欠 員 の 生 じ た 時 は 年 度 が わ り に 補 充 す る 。  

 

  (4) 学 校 代 議 員 は 毎 年 ４ 月 上 旬 各 分 掌 よ り 互 選 す る 。  

 

  (5) 各 ブ ロ ッ ク に １ 名 の 代 表 を 選 出 す る 。            

                                                   

２ ． 各 専 門 部 会 の 構 成 は 次 の と お り と す る 。  

 

  (1)  代 議 員 は い ず れ か の 部 に 所 属 す る 。  

  (2)  各 部 長 は 三 役 が 選 出 す る 。  

(3)  副 部 長 は 部 長 が 選 出 す る 。  

 

 

 

   ＊ 研 修 ： 17名 ， 健 全 ： 18名 ， 広 報 ： 18名  

29年 度 定 数 ３ 年  ２ 年  １ 年  計 

長  浜  広 報 ２ 健 全 ２ 研 修 ２ ６名 

マ キ ノ  健 全 ２ 広 報 ２ 研 修 ２ ６名 

今  津  研 修 ３ 健 全 ３ 広 報 ３ ９名 

新  旭  研 修 ３ 健 全 ３ 広 報 ３ ９名 

安 曇 川  広 報 ３ 研 修 ３ 健 全 ３ ９名 

朽  木  健 全 １  広 報 １ ２名 

高  島  研 修 ２ 広報２ 健 全 ２ ６名 

大  津  広 報 ２ 研 修 ２ 健 全 ２ ６名 

 


